
様式４－４ 

事業概略書 

事 業 名 全国の障害者による文化芸術活動の現状分析に関する研究 

事 業 目 的 

昨年度に当社で実施した全国の障害者による文化芸術活動の実態把握に資

する基礎調査の結果及び、平成 29年度から令和３年度に実施された文化庁

の調査を踏まえ、厚生労働省が実施する障害者芸術文化活動普及支援事業、

全国障害者芸術・文化祭、障害者芸術・文化祭のサテライト開催事業の、

第１期の基本計画期間での事業の実績や成果を整理する。また、障害者文

化芸術推進法に定められた 11の基本的施策ごとに現状を整理・分析する。

これらの現状をもとに、令和４年度における第２期基本計画の策定に資す

るものとする。 

事 業 概 要 

文献調査では、昨年度の調査データから全国の障害福祉サービス事業所等 

の回答（8,092件）の再編集、再分析により、複数の回答間の関係性の強さ

を表す相関分析を行った。併せて、令和元年度から令和３年度までの全国

障害者芸術・文化祭（３県）、及びサテライト開催事業の開催県(18県)、普

及支援事業（支援センター設置 35都府県、広域センター設置６ブロック）

の事業実績を分析した。また、障害者芸術文化普及支援事業の実施団体（45

団体）のアンケート調査と、３つのブロックのヒアリング調査（広域セン

ター３団体・支援センター22 団体）を実施し、障害者の文化芸術活動の現

状分析について、有識者等の専門家５名による検討委員会を開催した。 

事業実施結果 

及び効果 

文献調査では、障害福祉サービス事業所等の文化芸術活動に対する取組の

状況や考え方について、サービスの種類や利用者の障害の種別、文化芸術

人材がいるかどうかによって、文化芸術活動の成果の捉え方が異なるとい

った特徴や、全国障害者芸術・文化祭及びサテライト開催事業、普及支援

事業の３年間の実績を把握することができた。アンケート調査では、普及

支援事業が法に定められた 11の基本的施策のモデルとなるような取り組み

を各地で展開していることが分かった。ヒアリング調査では普及支援事業

の現場から第１期の基本計画期間での成果や課題を具体的に把握すること

ができた。 

事 業 主 体 

郵便番号：102-0073 

所 在 地：東京都千代田区九段北４－１－７ 

法 人 名：株式会社ニッセイ基礎研究所 

電話番号/E-MAIL：03-3512-1878 / ohsawa@nli-research.co.jp        

 （注） 

１ 本様式の作成にあたっては、厚生労働省ホームページに掲載するため、一般に公開することを想定し、分

かりやすい表現に努めること。 

 ２ 本様式は、事業の概略をまとめるために作成するものであり、別途実施した事業についての成果物を必ず

提出すること。 

 ３ 「事業目的」､「事業概要」、「事業実施結果及び効果」について、それぞれ２５０字程度で簡潔に記入す

ること。 

  


